
いしかわ森林環境基金事業の取組成果と今後の方向性（中間とりまとめ）の概要

<Ⅲ いしかわ森林環境基金事業の主な取組実績及び成果>

①ハード事業

②ソフト事業

各種モニタリング調査の結果
（強度間伐）針広混交林の進行状況

・「森林や木材利用に対する理解の増進」と「県民参加の森づくりの推進」に関する取組を推進す
る中、第３期からは、木材利用に対する理解を深めるための建築士向けセミナーや保育士向けの
木育セミナー等を開催

・平成29年度末までに延べ135,720人の参加を得たところであり、森林や木材利用に対する理解及
び県民参加の森づくりを推進

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 計

人数 6,711 9,719 12,566 11,934 12,318 14,390 13,117 13,734 13,411 13,994 13,826 135,720

・第１期、第２期においては、強度間伐や侵入竹の除去を実施し、第３期からは放置
竹林の除去と緩衝帯整備を追加し、計画どおり整備を実施

・整備後のモニタリング調査により、強度間伐による針広混交林化の進行、放置竹
林の除去による広葉樹の増加、緩衝帯整備によるイノシシの出現痕跡数の減少が
確認され、取り組みの効果が現れている。

（放置竹林除去）広葉樹の増加状況

（緩衝帯整備）イノシシの出現痕跡数

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

強度間伐 10,400 10,550 7,000 3,030 300 395 300 320

利用間伐 － － 4,600 6,503 － － － －

侵入竹除去等 － － 550 675 － － － －

放置竹林除去等 － － － － 120 120 120 120

緩衝帯整備 － － － － 60 64 60 57

区分

第1期

H19～23

第2期

H24～28 H29 H30(見込み)

第3期

単位：ｈａ

伐採前

広葉樹 5種、1,700本/ha 広葉樹16種、60,900本/ha

伐採後 伐採1年後

伐採11年後伐採1年後

建築士向けセミナー 木育セミナー



<Ⅳ 森林・林業を取り巻く情勢の変化>
<Ⅴ いしかわ森林環境基金事業の今後のあり方>

・平成３０年５月に森林経営管理法が成立し、市町が主体となって手入れ不足人工林の整備をすすめる新たな森林管理システム、いわ
ゆる森林バンク制度が平成３１年４月より開始

・また、平成３０年度税制改正大綱において創設が定められた国の森林環境譲与税（仮称）が森林バンク制度を活用した市町による手
入れ不足人工林整備の財源として充当

・放置竹林の除去や緩衝帯整備については、効果が現れていることから、いしかわ森林環境税により引き続き整備

①手入れ不足人工林の整備

②放置竹林の除去及び緩衝帯整備

新たな森林管理システム（森林バンク）の概要

・このため、手入れ不足人工林は、国の森林環境譲与税（仮称）を財源として市町による整備に移行

森林所有者が自ら管理しない

場合（市町へ委託）

森林所有者が自ら管理する

場合（森林組合等への委託含む）

主伐・再造林

利用間伐

保育間伐等

新たな森林経営管理システム（森林バンク）

森林経営計画に基づく施業
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森
林
所
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強度間伐

（市町村森林経営管理事業）

経営管理実施権配分計画（市町）により

意欲と能力のある林業者（森林組合等）

に再委託

経
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意
向
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市町村による森林経営管理

林業経営に適する森林

市町

林業経営に適さない森林

森林所有者

森林組合等

従来からの森林経営管理システム

造林補助金を活用



・手入れ不足人工林の整備を着実に進め成果をあげてきた一方、いしかわ森林環境基金事業創設後１０年間で２，０００ヘクター
ルの新たな手入れ不足人工林が発生、今後は、従来の方策に加え、手入れ不足人工林の発生を未然に防ぐ対策が必要

・戦後造成された人工林資源が成熟し、木材として利用可能な段階に移行してきている中で、木材利用の促進により、経済林にお
ける間伐を促進し、手入れ不足人工林の発生を未然に防ぐことで、森林の有する水源かん養や土砂流出防止機能等の公益的機
能を持続的に発揮させることが重要

・平成３０年６月には、県産材の利用促進に関する施策を総合的に推進し、森林の有する多面的機能の発揮と活力ある地域社会
の実現に寄与することを目的として、議員提案による「石川県県産材利用促進条例」が全会一致で可決

・木材利用の意義や県産材利用促進条例の制定等を踏まえ、手入れ不足人工林の発生を未然に防ぐため、いしかわ森林環境税
を財源とした県産材利用促進対策を新たに追加

③県森林環境税の新たな使途

第1期
（H19～H23）

第2期
（Ｈ24～Ｈ28）

第3期
(H29～Ｈ30）

第3期
（H31～H33：計画）

手入れ不足人工林の整備
〇

10,550ha
〇

9,500ha
○

300ha/年
―

300ha/年

竹林の除去 ―
〇

（侵入竹）
675ha

〇
（放置竹）
120ha/年

〇
120ha/年

荒廃した里山林における
緩衝帯の整備 ― ―

〇
60ha/年

〇
60ha/年

県産材利用の促進 ― ― ―
〇

（追加）

区分

いしかわ森林環境基金事業

県環境税による整備を継続

国譲与税による整備

県環境税の新たな使途


